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	注24	「持続可能な開発のための2030アジェンダ」が採択された2015年、アフリカ連合（AU）首脳会合において採択。
	注25	 41ページの用語解説を参照。
	注26	 41ページの 注33 を参照。
	注27	 東アフリカ・北部回廊、ナカラ回廊、西アフリカ成長の環にわたる3地域。

2050年には世界の人口の4分の1を占めると言わ
れるアフリカは、若く、希望にあふれ、ダイナミック
な成長が期待できる大陸です。一方、貧困、脆

ぜい

弱な保
健システム、テロ・暴力的過激主義の台頭など、様々
な課題にも直面しています。こうした課題に対応する
ため、アフリカ諸国は、アフリカ自身の新たな開発ア
ジェンダである「アジェンダ2063」注24 に基づき、
持続可能な開発に取り組んでいます。ロシアによるウ
クライナ侵略など国際社会の根幹を揺るがす動きが続
き、これまで以上に国際社会が一致して対応すること
が重要になる中で、国際社会におけるアフリカの重要
性もますます高まっており、アフリカ諸国との協力を
一層推進していく必要があります。

チュニジアで開催された第8回アフリカ開発会議（TICAD	8）の開会
式において、テレビ会議方式でスピーチを行う岸田総理大臣と総理特
使として対面形式で出席する林外務大臣（2022年8月）

	日本の取組
日本はアフリカ開発会議（TICAD）解説などを通じ

て、長年にわたり、アフリカの発展に貢献していま
す。2022年8月にチュニジアで開催されたTICAD	
8には、岸田総理大臣がオンラインの形で全てのセッ
ションで発言し、林外務大臣も、総理特使として対面
で参加しました。この機会を活用し、岸田総理大臣
は、サイード・チュニジア大統領、サル・セネガル大
統領、ファキ・アフリカ連合委員会（AUC）委員長
などと計10か国、林外務大臣は、8名の首脳級を含

む計21か国の代表と二国間会談を実施しました。二
国間関係に加え、ロシアによるウクライナ侵略、不透
明・不公正な開発金融について議論を行いました。ま
た、新型コロナウイルス感染症からの早期の回復や食
料安全保障、北朝鮮問題や安保理改革などの問題につ
いても、国際場裡

り

も含めた連携を確認しました。
また、日本は、「人への投資」、「成長の質」を重視し、
今後3年間で官民合わせて300億ドル規模の資金を投
入し、グリーン投資、投資促進、開発金融、保健・公
衆衛生、人材育成、地域の安定化、食料安全保障に取
り組むことを表明しました。人材育成においては、産
業、保健・医療、教育、農業、司法・行政等の幅広い
分野で30万人の育成を目指します。日本は、「共に成
長するパートナー」として、「人」に注目した日本らし
いアプローチで取組を推進し、アフリカ自身が目指す
強靭

じん

なアフリカを実現していきます（TICAD	8につい
て、127ページの「開発協力トピックス」を参照）。

■ 経済
TICAD	8において、日本は新型コロナ、ウクライ

ナ危機からのより良い回復を実現し、人々の生活を守
るため、自由で開かれた国際経済システムを強化する
とともに、各国のグリーン成長を支援し、強靭で持続
可能なアフリカの実現を目指していくこと、また、活
力ある若者に焦点を当て、民間企業・スタートアップ
の進出を後押ししていくことを表明しました。
質の高い成長の実現に向けた「人への投資」とし

て、日本はこれまで、ビジネスの推進に貢献する産業
人材の育成を行ってきており、ABEイニシアティ
ブ 注25 では、JICAを通じてアフリカの若者約2,000
人に研修の機会を提供しています。産業人材のほかに
も、技術協力を通じたICT人材の育成や、Project	
NINJA 注26 によるスタートアップ・起業家支援など
も行っています。
また、連結性の強化に向け、3重点地域 注27 を中
心に、質の高いインフラ投資の推進にも取り組んでい
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ます。デジタル・トランスフォーメーション（DX）
を活用し、インフラ整備やワンストップ・ボーダーポ
スト（OSBP）等を通じた物流の改善や、世界税関機
構（WCO）と協力して国境管理や関税等徴収の分野
での能力構築支援などを実施しています（南スーダン
の架橋建設に関する日本の支援については、30ペー
ジの「国際協力の現場から」を参照）。
ロシアによるウクライナ侵略の継続により、食料・
肥料・エネルギー価格が高騰し、アフリカにおける食
料危機が深刻化していることを受け、2022年7月、
アフリカ諸国に対して約1.3億ドルの食料支援を決定
しました。また、中長期的な食料生産能力の強化のた
め、コメの生産量の倍増に向けた支援やAfDBの緊急
食糧生産ファシリティへの約3億ドルの協調融資、今
後3年間で20万人の農業人材育成を目指した能力強
化支援などを行っています。日本は、食糧援助等の短
期的支援と、農業生産能力向上等の中長期的支援の双
方を通じて、引き続きアフリカの食料安全保障強化に
貢献していきます（コメ増産支援について、84ペー
ジの「国際協力の現場から」を、官民連携による先進
農業技術の導入支援について、139ページの「案件
紹介」を参照）。

■ 社会
TICAD	8では、人口増加が続くアフリカにおいて、
一人ひとりを大切にした息の長い取組を通じて、人間

	注28	 62ページの用語解説を参照。
	注29	 58ページの 注54 を参照。
	注30	 チュニジア、ウガンダ、コンゴ共和国、コンゴ民主共和国、ベナン、マラウイ、南スーダンの7か国。
	注31	 66ページの 注65 を参照。

の安全保障、SDGs、アジェンダ2063を踏まえ、顕
在化した格差の是正と質の高い生活環境の実現を目指
していくことを表明しました。
新型コロナ対策は引き続きアフリカの大きな課題で

す。日本は、COVAXファシリティ 注28 への財政的貢
献やワクチンの現物供与、コールド・チェーン 注29 整
備等のラスト・ワン・マイル支援、ワクチン接種に対
する忌避感情改善のための取組、ワクチンの域内製
造・供給・調達支援など、包括的かつきめ細かい日本
らしい取組を進めています。日本は、ガーナ、カメ
ルーン、ケニア、シエラレオネ、セネガル、ナイジェ
リアおよびマラウイに対しCOVAXファシリティ経
由で約252万回分以上の日本で製造したワクチンを
供与しました。また、ポスト・コロナを見据えた経済
社会活性化に向け、新型コロナを含む公衆衛生上の脅
威に対応するため、アフリカ7か国 注30 に対し、国
連児童基金（UNICEF）を通じてデジタルを活用した
予防接種情報管理体制を整備するための支援も実施し
ています。さらに、新型コロナを含む感染症対策の拠
点となる現場への支援を強化すべく、アフリカ疾病対
策センター（CDC）などとも連携しながら、医療人
材の育成にも取り組んでいます。
TICAD	8の機会に発表したグローバルファンドに
対する最大108億ドルのプレッジを始めとする国際
機関等を通じた支援や二国間支援を通じ、日本は、引
き続きアフリカにおける保健システムの強化に取り組
んでいきます。また、将来の公衆衛生危機に対する予
防・備え・対応も念頭に、「誰の健康も取り残さない」
という信念の下、アフリカにおけるユニバーサル・ヘ
ルス・カバレッジ（UHC）の達成に向け貢献してい
きます（ウガンダでの給水衛生環境改善の取組につい
て、124ページの「案件紹介」を参照）。
経済成長には、成長の担い手たる「人づくり」が重
要であり、若者や女性を含め、質の高い教育へのアク
セス向上に取り組んでいます。TICAD	8では、
STEM教育 注31 を含む質の高い教育を900万人に提
供すること、400万人の女子の教育アクセスを改善
することを表明しました。日本は、技術協力等を通じ
て就学促進、包摂性の向上、給食の提供等に取り組ん

「タンザニア国コメ振興及び普及・研修システム強化に向けた情報収
集・確認調査」で実施した農業機械研修で、コンバインハーベスター
の操作方法を学ぶタンガ州モンボ地区の農民たち（写真：JICA）
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できています。例えば、学校、保護者、地域社会と協
働してこどもの学習環境を改善する ｢みんなの学校プ
ロジェクト｣ は、2004年の開始以降、アフリカ9か
国・約7万校の小中学校に広がっています。
アフリカでは、急速に進む都市化に伴う様々な課題
への対応も急務となっています。日本は、「アフリカ
のきれいな街プラットフォーム」注32 の下、廃棄物管
理を通じた公衆衛生の改善を推進するとともに、
JICA-JAXA熱帯林早期警戒システム（JJ-FAST）に
よる森林の定期監視を行うなど、気候変動対策を含む
環境問題にも取り組んでいます（ニジェールでの緑化
活動について、141ページの「案件紹介」を参照）。

	注32	 80ページの用語解説を参照。

■ 平和と安定
TICAD	8では、「アフリカの平和と安定に向けた新

たなアプローチ（NAPSA）」解説の下、経済成長・投
資や生活向上の前提となる平和と安定の実現に向け
て、アフリカ自身の取組を後押ししていくことを表明
しました。
平和で安定した社会や持続可能な成長は、法の支配
があって初めて成し遂げることができます。日本は、
警察官への研修や国境管理支援等、法の支配の維持・
強化に向けた協力を行っています。加えて、司法・行
政分野の制度構築、ガバナンス強化のための人材育
成、公正で透明な選挙の実施や、治安確保に向けた支

日本のNGOによるきめ細やかな難民居住地区への支援

ウガンダ
一般
公募

ウガンダ西部におけるコンゴ民主共和国難民・ホストコミュニティ注1への給水衛生環境改善支援事業
ジャパン・プラットフォーム（JPF）注2（2021年2月～2021年10月）

アフリカ最大の難民受入国ウガンダでは、増加する難民と
地元住民が共存する難民居住地区での支援が求められていま
す。主にコンゴ民主共和国難民を受け入れているチャカⅡ難
民居住地区では、増加する人口に対して必要な給水量が足り
ておらず、難民と地元住民は川や水たまりなどから水を汲

く

ま
ざるを得ないなど、安全な水へのアクセスが課題となってい
ます。学校でも、増加した生徒数に対しトイレや手洗い場が
不足しているほか、生理用品が買えず学校を休んでしまうな
どの「生理の貧困」が際立っています。

こうした状況を踏まえ、特定非営利活動法人ピースウィン
ズ・ジャパン（PWJ）は、JPFの助成を受けて、給水衛生
環境改善を支援しました。まず、給水網を延伸し、給水場を
設置して、約3,000人が蛇口から水を汲めるようにしまし
た。また、給水設備が適切に維持管理されるよう、住民で構
成される水管理委員会に研修を実施しました。

学校ではトイレや手洗い場、更衣室注3の建設に加え、女
子 生 徒400人 を
戸 別 訪 問注4し て
月経衛生管理キッ
ト注5を 配 付 し ま
した。また、学校
衛生クラブの男女
の生徒を対象に月
経衛生知識や再利
用可能なナプキン
の作り方などの研
修も行いました。

生徒からは「新型コロ
ナの影響で生活がます
ます厳しくなり、生理
用品を買ってもらえな
かったので嬉しい」、

「再利用可能なナプキ
ンの作り方を他の生徒
や家族に伝えたい」な
どの声が聞かれまし
た。

人道危機に迅速に対
応するJPF資金を活用し、支援が届いていない人々や喫緊の
課題に対してきめ細やかな支援を実施できるNGOの強みを
いかした本事業は、難民と地元住民の共存を支え、TICAD注6

で掲げる3つの柱の一つ、「平和と安定」にも通じます。ピー
スウィンズは、今後も世界各地で活動を続けていきます。

注1	 難民を受け入れている地域で、元々住んでいる人々のことを
指す。

注2	 JPFについては、145ページの用語解説を参照。
注3	 女子生徒が月経時に体や服を洗ったり、着替えができる場。

女子生徒が周囲の目を気にせずに気軽に利用できるように、
女性職員の執務室としても活用し、女子生徒が月経衛生につ
いて相談できる場も提供できるよう配慮している。

注4	 新型コロナウイルス感染症拡大によるロックダウン中のため
戸別訪問を行った。

注5	 女子生徒を対象とした再利用可能な生理用ナプキン、ショー
ツ、洗濯用石鹸

けん
、バケツ。

注6	 TICADについては、127ページの「開発協力トピックス」
を参照。

月経衛生管理キットを受け取った女子生徒
たち（写真：特定非営利活動法人ピースウィ
ンズ・ジャパン）

再利用可能な生理用ナプキンを作る学
校衛生クラブの生徒たち（写真：特定
非営利活動法人ピースウィンズ・ジャ
パン）
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成される水管理委員会に研修を実施しました。

学校ではトイレや手洗い場、更衣室注3の建設に加え、女
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した。また、学校
衛生クラブの男女
の生徒を対象に月
経衛生知識や再利
用可能なナプキン
の作り方などの研
修も行いました。

生徒からは「新型コロ
ナの影響で生活がます
ます厳しくなり、生理
用品を買ってもらえな
かったので嬉しい」、

「再利用可能なナプキ
ンの作り方を他の生徒
や家族に伝えたい」な
どの声が聞かれまし
た。

人道危機に迅速に対
応するJPF資金を活用し、支援が届いていない人々や喫緊の
課題に対してきめ細やかな支援を実施できるNGOの強みを
いかした本事業は、難民と地元住民の共存を支え、TICAD注6

で掲げる3つの柱の一つ、「平和と安定」にも通じます。ピー
スウィンズは、今後も世界各地で活動を続けていきます。

注1	 難民を受け入れている地域で、元々住んでいる人々のことを
指す。

注2	 JPFについては、145ページの用語解説を参照。
注3	 女子生徒が月経時に体や服を洗ったり、着替えができる場。

女子生徒が周囲の目を気にせずに気軽に利用できるように、
女性職員の執務室としても活用し、女子生徒が月経衛生につ
いて相談できる場も提供できるよう配慮している。

注4	 新型コロナウイルス感染症拡大によるロックダウン中のため
戸別訪問を行った。

注5	 女子生徒を対象とした再利用可能な生理用ナプキン、ショー
ツ、洗濯用石鹸

けん
、バケツ。

注6	 TICADについては、127ページの「開発協力トピックス」
を参照。

月経衛生管理キットを受け取った女子生徒
たち（写真：特定非営利活動法人ピースウィ
ンズ・ジャパン）

再利用可能な生理用ナプキンを作る学
校衛生クラブの生徒たち（写真：特定
非営利活動法人ピースウィンズ・ジャ
パン）

援などを行っています。平和と安定の礎となる行政と
住民の間の相互理解・協力関係を促進するため、コ
ミュニティ・レベルでの行政と住民が協働する取組支
援も行っています。
また、日本は、アフリカ自身の仲介・紛争予防努力
を、アフリカのPKO訓練センターにおけるPKO要員
の能力強化やアフリカ連合（AU）等の地域機関への
支援を通じて後押ししています。2008年以降、アフ
リカ15か国内のPKO訓練センター等が裨

ひ

益するプロ
ジェクトに対し1.1億ドル以上の支援を行い、約60
名の日本人講師を派遣し、施設の訓練能力強化や研修
の実施などを支援しています。
サヘル地域においては、NAPSAの下、サヘル諸国
の行政制度の脆弱性に焦点を当てながら、治安維持能
力強化につながる機材の提供、制度構築に携わる人材
育成、若者の職業訓練・教育機会の提供、PKO人材
の育成強化などを通じて、同地域の平和と安定に貢献
しています。例えば、サヘル地域の安定のため、国連

	注33	 テロ攻撃が頻発しているニジェール、ブルキナファソ、マリの3か国国境地帯。

開発計画（UNDP）を通じてリプタコ・グルマ地
域 注33 住民に対する支援を行うなど行政サービスの
改善に向けた取組を実施しており、コミュニティの基
盤強化に貢献しています。
南スーダンにおいて日本は、2011年の独立以来、
同国の国造りを支援しています。現在は、国連南スー
ダン共和国ミッション（UNMISS）の司令部に国際
平和協力隊員として自衛官を派遣しています。日本
は、東アフリカの地域機構である政府間開発機構
（IGAD）などを通じて、南スーダン自身のイニシア
ティブである和平プロセスへの支援も行っており、イ
ンフラ整備や人材育成支援、食糧援助などの支援と並
んで、南スーダンにおける平和の定着と経済の安定化
に大きな役割を果たしています。
また、国民の融和、友好と結束を促進するため、南
スーダン国青年・スポーツ省による国民体育大会「国
民結束の日」の開催への支援を、第1回大会（2016
年）から毎年行っています。2022年は、3月に第6
回大会を開催し、全国を代表する20歳未満の372名
が参加しました。また、10月には「スポーツを通じ
た平和促進プロジェクト」の一環で、南スーダン国青
年・スポーツ省、一般教育・指導省、スポーツ競技連
盟から計14名を日本に招聘

へい

し、スポーツ庁などの行
政機関や教育機関への訪問を含む研修を実施しまし
た。参加者は、視察先での体験や意見交換などを通じ
て、人々の融和、人材育成等に対するスポーツの力を
再認識しました。今後も、平和の定着を同国の国民が
実感し、再び衝突が繰り返されないように、国際社会
が協力して、南スーダンの平和の定着を支援していく
ことが重要です。

用 語 解 説
アフリカ開発会議（TICAD：Tokyo	International	Conference	on	African	Development）
1993年に日本が立ち上げたアフリカ開発に関する首脳級の国際会議。国連、国連開発計画（UNDP）、世界銀行、アフリカ連合委員会
（AUC）との共催により、アフリカ開発におけるアフリカ諸国の「オーナーシップ」と国際社会による「パートナーシップ」の理念を具現化
するもの。2022年8月には、チュニジアでTICAD	8が開催され、20名の首脳級を含むアフリカ48か国が参加。

アフリカの平和と安定に向けた新たなアプローチ（NAPSA：New	Approach	for	Peace	and	Stability	in	Africa）
2019年8月に横浜で開催されたTICAD	7において、日本が提唱した新たなアプローチ。アフリカのオーナーシップの尊重および紛争やテ
ロなどの根本原因に対処するとの考えの下、アフリカ連合（AU）や地域経済共同体（RECs）などによる紛争の予防、調停、仲介といった
アフリカ主導の取組、制度構築・ガバナンス強化、若者の過激化防止対策や地域社会の強靱化に向けた支援を行うもの。

無償資金協力により設立された女性と少女の起業家育成エンパワーメ
ントハブで、研修受講後にスタートアップキットの一部としてミシン
を受け取るナイジェリアの女性（写真：UN	Women）
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日本の開発協力の方針 アフリカ地域（サブサハラ地域を含む）の重点分野

モーリタニア
マリ

シエラレオネ

リベリア

セネガル
ガンビア

ギニアビサウ

カーボベルデ

ギニア

コートジボワール

ブルキナファソ

ニジェール

アンゴラ

ザンビア

エチオピア

ケニア

タンザニア

コモロ

エスワティニ

コンゴ民主共和国

サントメ・プリンシペ

ベナン
トーゴ

ガーナ

カメルーン

エリトリア

ジブチ

ソマリアウガンダ
ルワンダ
ブルンジ

赤道ギニア
ガボン

ジンバブエ

ボツワナナミビア

マラウイ

モザンビーク
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コンゴ共和国

チャド

中央アフリカ

スーダン

南スーダン

セーシェル

ナイジェリア

凡例 ：紛争やテロの脅威にさらされる地域

：UHC推進国

①経済：新型コロナ、ウクライナ危機からのより良い回復を実現し、人々の生活を守るため、自由で開かれた国際経済システムを強化
するとともに、各国のグリーン成長を支援し、強靭で持続可能なアフリカの実現を目指す。また、活力ある若者に焦点を当て、民間
企業・スタートアップの進出を後押し。

②社会：アフリカで人口増加が続く中、一人ひとりを大切にし、人への投資を強化する息の長い取組を実施。人間の安全保障、SDGs、
アジェンダ2063を踏まえ、顕在化した格差の是正と質の高い生活環境の実現を目指す。

③平和と安定：アフリカのオーナーシップを尊重しつつ、人間の安全保障および平和と安定を阻害する根本原因にアプローチする「ア
フリカの平和と安定に向けた新たなアプローチ（NAPSA）」の下、経済成長・投資や生活向上の前提となる平和と安定の実現に向け
たアフリカ自身の取組を後押し。人々が安心して暮らせる社会の実現を目指す。

アフリカ地域における日本の取組

西アフリカ「成長の環」

ナカラ回廊開発

東アフリカ・
北部回廊開発

地域安定化に向けた取組
・避難民に対する支援
・コミュニティ基盤強化のための支援
・司法・行政分野での人材育成

UHC推進のための協力
・保健医療人材の育成
・域内拠点ラボの機能強化、ネットワーク構築
・母子保健、栄養分野での取組強化 質の高いインフラ投資

・三重点回廊を中心とした広域
総合開発
・域内連結性の強化
・OSBP、国境管理能力強化等
を通じた物流改善

海上安全保障分野の取組
・海上保安能力構築支援
・巡視艇の供与
・港湾インフラの整備

開発協力開発協力
トピックストピックス アフリカと「共に成長するパートナー」

として～TICAD 8～
5

アフリカ開発会議（TICAD）は、アフリカの開発を

テーマとする国際会議で、1993年以降、日本政府が主

導し、国連、国連開発計画（UNDP）、世界銀行およびア

フリカ連合委員会（AUC）と共同で開催するものです。

2022年8月27日から28日にはチュニジアで第8回アフ

リカ開発会議（TICAD 8）が開催され、20名の首脳級

を含むアフリカ48か国の代表などが参加しました。

TICAD 8において、岸田総理大臣は、アフリカの潜在

性を世界の成長の原動力と捉え、「人への投資」や「成長

の質」を重視し、今後3年間で官民合わせて300億ドル

規模の資金を投入し、（1）グリーン投資、（2）投資促進、

（3）開発金融、（4）保健・公衆衛生、（5）人材育成、（6）

地域の安定化、（7）食料安全保障の分野での取組を行う

ことを表明しました。また、「経済」、「社会」、「平和と安

定」の3つの全体会合に加え、ビジネス・フォーラムを

開催し、同フォーラムには日本企業およびアフリカ企業

からそれぞれ約100名が参加し、日本とアフリカとのビ

ジネス関係の強化を議論しました。会合最終日には、今

後の日・アフリカ関係やポスト・コロナ時代のアフリカの

持続的な成長に向けた道標となる「TICAD 8チュニス宣

言」が採択されました。

アフリカの持続的な成長を後押しするべく、今後3年

間で、日本は上記7つの分野での取組を中心に、アフリ

カ各国のニーズに沿った様々な支援を実施していきます。

例えば、（3）「開発金融」について、アフリカ開発銀行

（AfDB）との協調枠組み（EPSA5）注1の下、債務健全化

に着実かつ顕著な前進が見られる国を支援するため、新

たに設置する特別枠最大10億ドルを含め、最大50億ド

ルの資金協力を表明しました。そのほか、日本は、公正

かつ透明な開発金融の実現に向け、アフリカ各国政府や

国際機関と連携し、債務管理能力構築の支援を行ってい

ます。

（7）「食料安全保障」については、ウクライナ情勢の影

響を受けた食料危機に対応するため、アフリカに対し総

額1.3億ドルの食料支援を実施したほか、中長期的な食

料生産能力の強化に向け、AfDBの緊急食糧生産ファシ

リティへの約3億ドルの協調融資を行うことを表明しま

した。また、長期的な食料生産拡大に向けた取組として、

これまで日本は、コメ生産量の倍増を目標に、「アフリカ

稲作振興のための共同体（CARD）」注2を通じてアフリカ

自身の穀物生産能力を強化するとともに、「市場志向型農

業振興（SHEP）注3」アプローチによる園芸作物の生産普

及を通じて、アフリカの小規模農家の所得向上を支援し

ています。TICAD 8では、これらの取組を通じて、計

20万人の農業分野の人材を育成する旨を表明しました。

日本は、これからもアフリカと「共に成長するパート

ナー」として、アフリカ自身が目指す強靱
じん

で持続可能な

アフリカを実現していくため、力強く後押ししていきます。

注1　37ページの用語解説を参照。
注2　84ページの「開発協力の現場から」を参照。
注3　87ページの用語解説を参照。
注4　41ページの用語解説を参照。

金属製品を製造する日本企業でインターンシップを行うABEイニシ
アティブ注4留学生（写真：JICA・株式会社サンテック）

基礎教育アクセス、教育の質、男女間公平性改善に向け、コミュニ
ティ参加型の教育・学校運営モデルの開発を支援（マダガスカル）（写
真：JICA）
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図表Ⅲ 二国間政府開発援助の地域別実績（2021年）
（単位：百万ドル）

順
位

援助形態

国名 
または地域名

二国間政府開発援助

贈　　与
計

政府貸付等
（A）－（B） 合計 

（支出純額）
合計 

（支出総額）無償資金 
協力

国際機関 
経由 技術協力 貸付実行額 

（A）
回収額 
（B）

アジア地域合計 538.09 368.16 430.39 1,336.65 9,183.52 5,107.37 4,076.14 5,412.79 10,520.16

東アジア地域合計 380.52 148.80 265.71 795.03 3,109.65 3,615.38 -505.73 289.30 3,904.68

（ASEAN合計）＊1 367.84 113.65 239.84 721.34 3,092.40 2,778.22 314.17 1,035.51 3,813.73

1 フィリピン 23.43 8.79 55.19 87.41 1,087.65 442.15 645.50 732.91 1,175.06

2 インドネシア 96.59 20.41 34.68 151.68 881.41 1,347.19 -465.78 -314.10 1,033.10

3 カンボジア 54.97 16.71 23.34 95.02 375.42 11.44 363.98 459.00 470.44

4 ベトナム 79.23 9.03 45.69 133.95 305.64 602.78 -297.14 -163.19 439.59

5 ミャンマー 71.40 42.44 37.03 150.87 253.76 0.20 253.56 404.43 404.63

6 タイ 15.01 2.16 18.52 35.69 179.69 279.12 -99.42 -63.73 215.38

7 ラオス 14.83 13.96 16.92 45.71 8.81 5.68 3.14 48.85 54.53

8 モンゴル 7.25 21.11 12.73 41.08 13.32 35.35 -22.04 19.05 54.40

9 東ティモール 2.70 8.11 6.96 17.76 3.94 － 3.94 21.70 21.70

10 マレーシア 11.70 0.14 8.47 20.31 － 89.67 -89.67 -69.36 20.31

11 中国 － － 1.26 1.26 － 801.80 -801.80 -800.55 1.26

12 ※ブルネイ 0.68 － 0.01 0.69 － － － 0.69 0.69

東アジアの 
複数国向け＊2 2.73 5.93 4.93 13.59 － － － 13.59 13.59

南西アジア地域合計 122.56 144.55 133.29 400.40 5,443.53 1,315.64 4,127.89 4,528.29 5,843.93

1 インド 15.99 41.87 62.46 120.32 3,262.16 995.21 2,266.95 2,387.27 3,382.48

2 バングラデシュ 29.32 49.77 22.93 102.02 1,963.64 112.74 1,850.90 1,952.92 2,065.66

3 スリランカ 2.71 12.35 7.42 22.49 154.83 206.05 -51.21 -28.73 177.32

4 ネパール 19.33 14.17 11.88 45.38 45.76 － 45.76 91.14 91.14

5 パキスタン 29.25 11.35 18.99 59.58 16.40 0.03 16.37 75.95 75.98

6 モルディブ 23.73 1.37 1.13 26.22 － － － 26.22 26.22

7 ブータン 2.23 － 7.94 10.18 0.75 1.62 -0.87 9.31 10.93

南西アジアの 
複数国向け＊3 － 13.67 0.54 14.20 － － － 14.20 14.20

中央アジア・ 
コーカサス地域合計 34.54 22.95 25.30 82.79 381.89 136.43 245.46 328.25 464.69

1 ウズベキスタン 6.50 0.20 6.37 13.06 375.84 40.53 335.31 348.37 388.90

2 タジキスタン 9.46 12.51 8.30 30.28 － － － 30.28 30.28

3 キルギス 6.99 2.71 6.91 16.62 0.83 4.83 -4.00 12.62 17.44

4 アゼルバイジャン 2.48 1.20 0.25 3.93 5.22 32.97 -27.75 -23.81 9.16

5 アルメニア 4.47 3.61 0.44 8.52 － 10.23 -10.23 -1.71 8.52

6 カザフスタン 3.71 － 1.05 4.76 － 37.98 -37.98 -33.22 4.76

7 トルクメニスタン － 2.71 0.49 3.20 － 1.99 -1.99 1.21 3.20

8 ジョージア 0.93 － 1.03 1.96 0.00 7.91 -7.91 -5.95 1.96

中央アジア・ 
コーカサスの 
複数国向け

－ － 0.46 0.46 － － － 0.46 0.46

アジアの複数国向け＊4 0.47 51.87 6.09 58.42 248.44 39.92 208.52 266.94 306.86

大洋州地域合計 76.14 63.04 21.46 160.63 458.92 0.55 458.36 619.00 619.55

1 パプアニューギニア 10.16 11.91 5.43 27.51 318.15 － 318.15 345.67 345.67

2 フィジー 1.74 0.38 2.62 4.74 117.07 0.55 116.51 121.25 121.81

3 ソロモン諸島 23.01 2.10 3.29 28.40 22.78 － 22.78 51.17 51.17

4 パラオ 11.11 0.40 1.52 13.03 0.92 － 0.92 13.95 13.95

5 トンガ 12.56 0.29 0.87 13.72 － － － 13.72 13.72

6 サモア 4.22 2.67 1.66 8.55 － － － 8.55 8.55

7 バヌアツ 3.51 － 1.70 5.21 － － － 5.21 5.21

8 ツバル 3.16 － 0.02 3.18 － － － 3.18 3.18

9 ミクロネシア連邦 1.97 － 0.70 2.67 － － － 2.67 2.67
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10 キリバス 0.74 0.38 0.26 1.37 － － － 1.37 1.37

11 ナウル 1.12 － 0.02 1.14 － － － 1.14 1.14

12 マーシャル諸島 0.68 － 0.41 1.09 － － － 1.09 1.09

13 ※クック諸島 1.08 － 0.00 1.08 － － － 1.08 1.08

14 ニウエ 1.03 － 0.00 1.03 － － － 1.03 1.03

15 [トケラウ] － － 0.00 0.00 － － － 0.00 0.00

大洋州の 
複数国向け 0.04 44.91 2.97 47.92 － － － 47.92 47.92

中南米地域合計 92.95 44.08 110.68 247.71 463.70 231.01 232.69 480.40 711.41

1 ブラジル 0.77 － 30.30 31.06 281.86 65.93 215.93 247.00 312.93

2 パナマ 0.08 － 2.85 2.93 72.62 9.54 63.08 66.01 75.55

3 パラグアイ 4.25 0.08 5.22 9.55 35.38 33.06 2.32 11.87 44.93

4 エルサルバドル 4.76 － 6.87 11.64 27.08 24.43 2.65 14.29 38.71

5 グアテマラ 0.83 5.61 4.80 11.24 13.46 12.80 0.66 11.90 24.70

6 ボリビア 13.02 － 10.25 23.26 0.31 － 0.31 23.58 23.58

7 ペルー 11.55 － 9.04 20.59 1.51 46.97 -45.46 -24.87 22.10

8 ニカラグア 6.35 7.09 3.03 16.47 0.71 － 0.71 17.18 17.18

9 コスタリカ 0.44 2.97 0.88 4.28 12.71 22.93 -10.22 -5.93 16.99

10 ホンジュラス 8.31 4.01 3.24 15.56 0.45 － 0.45 16.01 16.01

11 エクアドル 8.22 － 2.55 10.76 5.23 3.92 1.30 12.07 15.99

12 キューバ 5.16 2.97 2.03 10.16 － － － 10.16 10.16

13 アルゼンチン 4.72 － 4.11 8.83 － 1.87 -1.87 6.96 8.83

14 ハイチ 2.10 4.20 0.43 6.72 － － － 6.72 6.72

15 セントルシア 5.36 － 1.02 6.39 － － － 6.39 6.39

16 メキシコ － 0.04 5.06 5.10 － － － 5.10 5.10

17 ベネズエラ 4.71 － 0.27 4.98 － － － 4.98 4.98

18 ドミニカ共和国 0.43 0.09 3.76 4.27 － 3.91 -3.91 0.36 4.27

19 セントビンセント 1.82 1.55 0.11 3.49 － － － 3.49 3.49

20 ドミニカ国 2.71 － － 2.71 － － － 2.71 2.71

21 コロンビア 1.13 － 1.52 2.65 － － － 2.65 2.65

22 ※チリ 0.36 － 1.76 2.12 － 0.92 -0.92 1.20 2.12

23 ジャマイカ 0.08 － 0.68 0.76 1.21 4.62 -3.41 -2.65 1.97

24 アンティグア・ 
バーブーダ 1.82 － 0.04 1.86 － － － 1.86 1.86

25 グレナダ 1.82 － 0.01 1.83 － － － 1.83 1.83

26 ※ウルグアイ 1.01 － 0.22 1.23 － － － 1.23 1.23

27 ガイアナ 0.77 － 0.06 0.82 － － － 0.82 0.82

28 ベリーズ 0.20 － 0.46 0.66 － － － 0.66 0.66

29 スリナム 0.12 － － 0.12 － － － 0.12 0.12

30 ※バルバドス － － 0.10 0.10 － － － 0.10 0.10

31 ※セントクリスト
ファー・ネービス 0.07 － － 0.07 － － － 0.07 0.07

32 ※トリニダード・ 
トバゴ － － 0.01 0.01 － － － 0.01 0.01

33 ※バハマ － － 0.01 0.01 － － － 0.01 0.01

中南米の 
複数国向け － 15.48 9.98 25.46 11.17 0.12 11.06 36.52 36.63

欧州地域合計 15.18 4.93 12.71 32.82 63.84 45.67 18.17 50.99 96.66

1 セルビア 0.90 － 2.64 3.54 59.27 1.26 58.01 61.55 62.81

2 ウクライナ 2.64 4.50 2.14 9.28 0.94 26.38 -25.44 -16.16 10.22

3 ボスニア・ 
ヘルツェゴビナ 5.91 0.43 0.69 7.04 3.14 6.84 -3.70 3.34 10.18

4 アルバニア 2.00 － 2.46 4.45 0.38 6.42 -6.04 -1.58 4.83

5 コソボ 0.50 － 2.34 2.85 － － － 2.85 2.85
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6 北マケドニア 1.61 － 1.09 2.70 － 4.77 -4.77 -2.06 2.70

7 モルドバ 1.39 － 0.73 2.11 0.10 － 0.10 2.22 2.22

8 モンテネグロ 0.08 － 0.50 0.58 － － － 0.58 0.58

9 ベラルーシ 0.15 － 0.01 0.16 － － － 0.16 0.16

欧州の複数国向け＊5 － － 0.11 0.11 － － － 0.11 0.11

中東・北アフリカ 
地域合計 60.83 588.59 53.87 703.29 1,248.49 740.83 507.66 1,210.95 1,951.78

1 イラク 1.13 50.48 4.63 56.23 403.15 171.25 231.90 288.13 459.38

2 エジプト 12.64 13.19 13.04 38.87 330.29 191.20 139.09 177.96 369.16

3 モロッコ 0.28 0.67 2.40 3.35 229.98 85.56 144.42 147.78 233.33

4 アフガニスタン 4.71 196.95 10.87 212.53 － － － 212.53 212.53

5 ヨルダン 6.67 18.01 4.62 29.30 107.49 61.36 46.13 75.43 136.79

6 トルコ 0.78 13.33 0.58 14.70 89.49 145.98 -56.49 -41.78 104.19

7 [パレスチナ] 26.04 58.36 6.96 91.36 － － － 91.36 91.36

8 シリア － 84.02 3.63 87.65 － － － 87.65 87.65

9 チュニジア 0.16 1.35 2.79 4.31 82.23 76.57 5.67 9.97 86.54

10 イエメン 2.07 64.46 0.23 66.77 － － － 66.77 66.77

11 イラン － 41.55 2.81 44.36 － 1.84 -1.84 42.52 44.36

12 レバノン － 16.30 0.36 16.66 － 6.35 -6.35 10.32 16.66

13 リビア － 14.70 0.02 14.71 － － － 14.71 14.71

14 アルジェリア － 1.00 0.23 1.23 － 0.73 -0.73 0.50 1.23

15 ※サウジアラビア － － 0.30 0.30 － － － 0.30 0.30

16 ※アラブ首長国連邦 － － 0.01 0.01 － － － 0.01 0.01

17 ※クウェート － － 0.01 0.01 － － － 0.01 0.01

18 ※バーレーン － － 0.00 0.00 － － － 0.00 0.00

19 ※オマーン － － 0.00 0.00 － － － 0.00 0.00

中東小計＊6 41.41 543.47 35.02 619.90 600.13 386.78 213.35 833.25 1,220.03

北アフリカ小計＊7 13.09 30.90 18.48 62.47 642.50 354.05 288.45 350.92 704.97

中東・北アフリカの 
複数国向け＊8 6.34 14.22 0.37 20.92 5.86 － 5.86 26.78 26.78

サブサハラ・アフリカ
地域合計 349.66 357.90 278.66 986.22 705.57 61.51 644.06 1,630.28 1,691.79

1 モーリシャス 16.40 1.17 2.42 19.99 275.72 8.96 266.76 286.75 295.71

2 ケニア 6.92 12.01 23.57 42.51 200.30 14.29 186.01 228.52 242.81

3 ルワンダ 13.13 2.28 12.55 27.96 42.98 － 42.98 70.93 70.93

4 モザンビーク 17.73 5.51 12.46 35.70 34.00 － 34.00 69.70 69.70

5 ウガンダ 20.63 8.64 15.09 44.37 22.03 3.67 18.36 62.73 66.39

6 ブルキナファソ 29.79 28.13 5.94 63.85 － － － 63.85 63.85

7 エチオピア 18.57 19.77 15.03 53.36 7.60 － 7.60 60.96 60.96

8 スーダン 22.55 16.04 10.35 48.94 － － － 48.94 48.94

9 コンゴ民主共和国 14.40 17.15 10.58 42.13 － － － 42.13 42.13

10 タンザニア 13.41 1.48 10.39 25.28 16.46 － 16.46 41.74 41.74

11 南スーダン 15.56 20.27 5.89 41.71 － － － 41.71 41.71

12 マダガスカル 10.87 4.82 12.02 27.70 13.98 － 13.98 41.68 41.68

13 セネガル 16.35 0.75 14.86 31.96 7.55 － 7.55 39.50 39.50

14 コートジボワール 0.85 1.88 7.67 10.40 23.86 － 23.86 34.26 34.26

15 カメルーン 4.89 11.60 6.19 22.67 11.36 － 11.36 34.03 34.03

16 ガーナ 8.07 12.07 11.62 31.75 0.00 － 0.00 31.75 31.75

17 ナイジェリア 10.15 14.27 6.49 30.91 － 5.20 -5.20 25.71 30.91

18 ザンビア 8.13 4.92 10.76 23.81 2.65 － 2.65 26.46 26.46

19 ニジェール 2.91 12.05 7.10 22.06 － － － 22.06 22.06

20 ソマリア － 20.89 0.85 21.74 － － － 21.74 21.74

21 マラウイ 7.29 3.69 8.69 19.67 － － － 19.67 19.67
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22 リベリア 10.79 5.93 1.14 17.86 － － － 17.86 17.86

23 ジンバブエ 6.02 8.64 2.95 17.62 － － － 17.62 17.62

24 マリ 2.73 12.57 1.00 16.31 － － － 16.31 16.31

25 シエラレオネ 0.05 10.49 5.51 16.06 － － － 16.06 16.06

26 ボツワナ 4.72 0.33 2.53 7.57 5.56 4.30 1.26 8.83 13.13

27 ナミビア 8.65 2.36 1.54 12.55 － 8.55 -8.55 4.00 12.55

28 ジブチ 6.32 2.81 2.69 11.82 － － － 11.82 11.82

29 ブルンジ 3.19 6.82 1.17 11.18 － － － 11.18 11.18

30 ギニア 4.46 2.22 3.15 9.84 － － － 9.84 9.84

31 チャド － 9.44 0.04 9.48 － － － 9.48 9.48

32 ベナン 4.24 1.62 2.97 8.83 － － － 8.83 8.83

33 コンゴ共和国 4.19 4.15 0.44 8.78 － － － 8.78 8.78

34 モーリタニア 4.76 1.75 1.61 8.13 － － － 8.13 8.13

35 アンゴラ 4.73 1.24 2.03 7.99 － － － 7.99 7.99

36 カーボベルデ 5.15 － 0.06 5.21 2.43 － 2.43 7.64 7.64

37 エスワティニ 3.95 2.32 1.08 7.34 － 1.84 -1.84 5.51 7.34

38 南アフリカ 0.47 1.29 5.03 6.79 － 0.43 -0.43 6.36 6.79

39 中央アフリカ － 6.42 0.03 6.45 － － － 6.45 6.45

40 ガボン 3.15 0.65 2.35 6.15 － － － 6.15 6.15

41 ギニアビサウ － 5.96 0.07 6.03 － － － 6.03 6.03

42 ガンビア 3.05 2.59 0.24 5.89 － － － 5.89 5.89

43 トーゴ 2.98 0.30 0.76 4.04 － － － 4.04 4.04

44 レソト 1.13 2.50 0.41 4.04 － － － 4.04 4.04

45 サントメ・ 
プリンシペ 3.81 － 0.01 3.83 － － － 3.83 3.83

46 エリトリア － 1.96 0.40 2.35 － － － 2.35 2.35

47 コモロ － 0.90 0.10 1.00 － － － 1.00 1.00

48 赤道ギニア 0.09 － 0.03 0.12 － － － 0.12 0.12

49 ※セーシェル － － 0.06 0.06 － － － 0.06 0.06

サブサハラ・アフリカ 
の複数国向け＊9 2.43 43.27 28.74 74.44 39.08 14.28 24.81 99.25 113.53

複数地域にまたがる 
援助等 31.86 668.98 1,517.86 2,218.71 2.25 － 2.25 2,220.96 2,220.96

合計 1,164.70 2,095.70 2,425.63 5,686.03 12,126.28 6,186.94 5,939.34 11,625.37 17,812.31

（注）
・順位は支出総額の多い順。
・四捨五入の関係上、合計が一致しないことがある。
・[－]は、実績が全くないことを示す。
・	ここでいう「無償資金協力」は、日本が実施している援助形態としての無償資金協力ではない。
・複数国向け援助とは、調査団の派遣やセミナー等、複数の国にまたがる援助を含む。
・複数地域にまたがる援助等には、複数地域にまたがる調査団の派遣等、地域分類が不可能なものを含む。
・マイナスは貸付などの回収額が供与額を上回ったことを示す。
・※は「開発途上地域」指定国、[　　]は地域名を示す。
＊1　	（ASEAN合計）は、インドネシア、カンボジア、タイ、フィリピン、ブルネイ、ベトナム、マレーシア、ミャンマー、ラオスを対象とした援

助額の合計。
＊2　	「東アジアの複数国向け」の実績には、DACの基準に基づく数値を使用しているため、ミャンマーを含む複数国向けの実績が含まれていない。
＊3　	「南西アジアの複数国向け」の実績には、DACの基準に基づく数値を使用しているため、アフガニスタンを含む複数国向け、およびミャン

マーを含む複数国向けの実績が含まれている。
＊4　	「アジアの複数国向け」の実績には、DACの基準に基づく数値を使用しているため、一部の中東地域を含む複数国向けの実績が含まれている。
＊5　	「欧州の複数国向け」の実績には、DACの基準に基づく数値を使用しているため、トルコを含む複数国向けの実績が含まれている。
＊6　	中東小計は、アフガニスタン、アラブ首長国連邦、イエメン、イラク、イラン、オマーン、クウェート、サウジアラビア、シリア、トルコ、

バーレーン、[パレスチナ]、ヨルダン、レバノンを対象とした援助額の合計
＊7　	北アフリカ小計は、アルジェリア、エジプト、チュニジア、モロッコ、リビアを対象とした援助額の合計。
＊8　	「中東・北アフリカの複数国向け」の実績には、DACの基準に基づく数値を使用しているため、アフガニスタンを含む複数国向け、トルコを

含む複数国向け、および北アフリカとサブサハラ・アフリカにまたがる複数国向けの実績が含まれていない。
＊9　	「サブサハラ・アフリカの複数国向け」の実績には、DACの基準に基づく数値を使用しているため、一部北アフリカおよびサブサハラ・アフ

リカにまたがる複数国向けの実績が含まれている。

131日本の国際協力

8   アフリカ地域

ア
フ
リ
カ
地
域

第
Ⅲ
部

8

開発協力2022_03-08.indd   131開発協力2022_03-08.indd   131 2023/03/24   17:15:112023/03/24   17:15:11




